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○上天草市議会政務活動費の運用に関する要綱 

平成25年３月25日議会告示第１号 

改正 

平成29年３月31日議会告示第２号 

平成30年３月30日議会告示第３号 

上天草市議会政務活動費の運用に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、上天草市議会政務活動費の交付に関する条例（平成17年５月17日条例第

38号。以下「条例」という。）及び上天草市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則（平

成17年５月17日規則第15号。以下「規則」という。）に基づき各議員に交付される政務活動

費の使途について、その透明性を高めつつ、円滑な運用を図るため必要な事項を定めるもの

とする。 

（使途が禁止される経費） 

第２条 政務活動費は、次に掲げる経費に充てることはできない。 

(１) 個人的な使途に充てる経費 

(２) 交際に関する経費 

(３) 党費その他政党活動に関する経費 

(４) 選挙活動に関する経費 

（支出基準） 

第３条 政務活動費の支出基準は、別表のとおりとする。 

（収支報告書等の整理） 

第４条 議員は、政務活動費の支出にかかる領収書及び当該支出の事実を証する書類（以下「領

収書等」という。）の整理に努めなければならない。 

２ 条例第６条第１項の規定に基づき議長に提出する収支報告書に添付する領収書等は、領収

書等整理表（様式第１号）並びに領収書等添付一覧（様式第２号）及び旅費支給内訳書（様

式第３号）により整理した領収書等を添付するものとする。 

（情報の公開） 

第５条 議長は、条例第６条の規定により政務活動費の交付を受けた議員から提出された政務

活動費収支報告書及び領収書等の写しについて、条例第９条第１項に規定する保存期間中、

議会事務局窓口において市民等の閲覧に供するものとする。 
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（補則） 

第６条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日議会告示第２号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の上天草市議会政務活動費の運用に関する要綱の規定は、この要綱

の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費につ

いては、なお従前の例による。 

附 則（平成30年３月30日議会告示第３号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の上天草市議会政務活動費の運用に関する要綱の規定は、この要綱

の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費につ

いては、なお従前の例による。 

別表（第３条関係） 

項目 事例 支出基準 

研究研修費、

調査旅費及び

要請・陳情活

動費 

タクシー代 １件につき3,000円まで（市内不可） 

レンタカー代 視察行程を確認できること 

（旅費支給内訳書の添付必要） 

ガソリン代 視察行程を確認できること 

（旅費支給内訳書の添付必要） 

１キロ37円で支給 

（自家用車を利用しての視察時） 

視察先手土産代 １箇所3,000円まで 

宿泊費 １泊11,300円まで 
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視察行程を確認できること 

（旅費支給内訳書の添付必要） 

高速道路料金 視察行程を確認できること 

（旅費支給内訳書の添付必要） 

船舶料金 視察行程を確認できること 

（旅費支給内訳書の添付必要） 

鉄道料金 

（定期券は除く） 

視察行程を確認できること 

（旅費支給内訳書の添付必要） 

航空料金 視察行程を確認できること 

（旅費支給内訳書の添付必要） 

資料作成費 事務機器購入費 １件につき購入費の１／２ 

事務機器リース代 １件につきリース代の１／２ 

資料購入費 書籍購入・購読費 領収書に書籍名の附記が必要。なお、スポーツ紙、

一般週刊誌、同じ資料の複数購入は不可 

広報費 印刷代 

ホームページ、ブロ

グ作成管理委託料・

保守料等 

掲載内容が政務活動であること 

（作成した印刷物の添付必要） 

委託契約書、請求書等の写しの添付 

事務費 事務用消耗品 購入額の１／２まで 

携帯電話代 月額料金の１／４まで、かつ月額上限3,000円 

プロバイダ使用料 月額基本料金の１／４まで 

様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 

 


